
令和 4 年度廿日市市成年後見セミナー 

 

 

「成年後見制度利用促進法と 

成年後見人の実務」 

～成年後見人が出来ること／出来ないこと～ 

 

 

 

 

 

  

【日程】令和 4 年 10 月 10 日（月祝）14：00～17:00 

【場所】山崎本社みんなのあいプラザ １階多目的ホール 

及びオンライン（後日視聴） 

 

 



令和 4 年度廿日市市成年後見セミナー 

 

次  第 

１．開会 

 

２．基調講演 「成年後見制度と廿日市市の成年後見制度利用促進について」 

 講師 広島弁護士会 弁護士 水中 誠三 氏 

 

■ 質疑応答 

 

 

３．実践報告「成年後見人が出来ること、出来ないこと」 

 実践報告① 広島県司法書士会 司法書士 湯浅 美紀 氏 

 

実践報告② 広島県社会福祉士会 認定社会福祉士 河口 幸貴 氏 

 

■ 質疑応答 

 

 

４．「廿日市市成年後見利用促進センターの機能と活用」について 

 説明 廿日市市社会福祉協議会事務局 

 

■ 質疑応答 

 

 

５．閉会 


